
目目

次次

※
は
、
県
例
規
集
掲
載

告

示

ペ
ー
ジ

○

有
害
興
行
を
指
定
す
る
件

（
男
女
参
画
青
少
年
課
・
一
四
四
）

四
一

○

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
の
規
定
に
基
づ
く
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
の
申

請
が
あ
っ
た
件

（
環
境
局
環
境
管
理
課
・
一
四
五
）

四
二

○

県
営
土
地
改
良
事
業
の
変
更
計
画
を
定
め
た
件

（
農
山
村
整
備
課
・
一
四
六
）

四
二

○

土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
件

（
同
・
一
四
七
）

四
三

○

保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
の
通
知
を
受
け
た
件

（
森
林
整
備
課
・
一
四
八
）

四
三

○

徳
島
県
土
地
利
用
基
本
計
画
を
変
更
し
た
件

（
用
地
対
策
課
・
一
四
九
）

四
三

○

事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
件

（
都
市
計
画
課
・
一
五
○
）

四
四

○

水
防
警
報
を
行
う
河
川
を
指
定
し
た
件

（
河
川
課
・
一
五
一
）

四
四

企
業
管
理
規
程

○
※
徳
島
県
企
業
局
電
気
工
作
物
保
安
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

（
三
）

四
五

人
事
委
員
会
規
則

○
※
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

四
五

公
安
委
員
会
規
則

○
※
交
番
等
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
三
）

四
五

正

誤

○

平
成
十
九
年
六
月
十
九
日
付
け
徳
島
県
報
第
千
八
百
七
十
号
中
訂
正

五
四

○

平
成
十
九
年
六
月
二
十
九
日
付
け
徳
島
県
報
第
千
八
百
七
十
三
号
中
訂
正

五
四

○

平
成
十
九
年
七
月
三
日
付
け
徳
島
県
報
第
千
八
百
七
十
四
号
中
訂
正

五
五

○
※
平
成
十
九
年
七
月
十
三
日
付
け
徳
島
県
報
第
千
八
百
七
十
七
号
中
訂
正

五
五

○

平
成
十
九
年
十
二
月
四
日
付
け
徳
島
県
報
第
千
九
百
十
八
号
中
訂
正

五
五

○
※
平
成
十
九
年
十
二
月
十
八
日
付
け
徳
島
県
報
第
千
九
百
二
十
二
号
中
訂
正

五
五

告告

示示

徳
島
県
告
示
第
百
四
十
四
号

徳
島
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
四
十
年
徳
島
県
条
例
第
三
十
一
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
有
害
興
行
と
し
て
、
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
二
十
五
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

平成２０年３月２５日 徳 島 県 報 第１９４８号

番
号

題
名

制
作
（
配
給
）
会
社

指
定

の
理

由

１
花
と
蛇

飼
育
篇

新
日

本
映

像
著
し
く
青
少
年
の
性
的
感
情
を
刺
激
し
，
又
は
著

し
く
粗
暴
性
若
し
く
は
残
虐
性
を
助
長
す
る
こ
と

に
よ
り
，
そ
の
健
全
な
育
成
を
阻
害
す
る
お
そ
れ

が
あ
る
た
め

２
浪
花
ノ
ー
パ
ン
娘
－
我
慢
で
け
へ
ん
－

オ
ー

ピ
ー

映
画

３
親
友
の
恥
母

白
い
下
着
の
染
み

新
日

本
映

像

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

〈
映
画
〉

４１



地
区
名

事

業

名

縦

覧

期

間

縦
覧
場
所

横
見
東
部
地
区

県
営
土
地
改
良
事
業

（
総
合
農
地
防
災
事

業
）

平
成
二
十
年
三
月
二
十
七
日
か
ら

平
成
二
十
年
四
月
二
十
三
日
ま
で

阿
南
市
役
所

徳
島
県
告
示
第
百
四
十
五
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
く
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
概
要
を

次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

な
お
、
こ
の
特
定
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基
づ

く
事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
二
十
五
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

徳
島
県
告
示
第
百
四
十
六
号

土
地
改
良
法（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

県
営
土
地
改
良
事
業
の
変
更
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七

条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
し
、
土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し
を
縦
覧
に
供

す
る
。平

成
二
十
年
三
月
二
十
五
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

平成２０年３月２５日 徳 島 県 報 第１９４８号
４

若
妻

し
げ
み
の
奥
ま
で

新
東

宝
映

画

５
痴
女
教
師

ま
た
が
り
飲
む

オ
ー

ピ
ー

映
画

６
痴
熟
女

Ｇ
ス
ポ
ッ
ト
の
匂
い

新
日

本
映

像

７
愛
人
萌
子
・
性
生
活

同

８
３
人
の
痴
女

電
車
の
中
で

新
東

宝
映

画

９
桃
肌
女
将
の
ね
ば
り
味

オ
ー

ピ
ー

映
画

１０
婚
前
乱
交

花
嫁
は
牝
に
な
る

新
東

宝
映

画

次
の
縦
覧
の
期
間
及
び
場
所
に
お
い
て
，
関
係
書
類
を
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
と
と
も

に
，
徳
島
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
公
表
す
る
。

２
縦
覧
の
期
間
及
び
場
所

�
期
間

平
成
２０
年
３
月
２５
日
か
ら

平
成
２０
年
４
月
１５
日
ま
で

�
場
所

徳
島
県
県
民
環
境
部
環
境
局
環
境
管
理
課
及
び
松
茂
町
産
業
環
境
課

１
申
請
の
概
要

�
申
請
者

名
称

大
塚
化
学
株
式
会
社

松
茂
工
場

住
所

板
野
郡
松
茂
町
豊
久
字
豊
久
開
拓
１３９
－
４０
番
地

代
表
者

工
場
長

田
渕
明

�
工
場
又
は
事
業
場

名
称

大
塚
化
学
株
式
会
社

松
茂
工
場

所
在
地

板
野
郡
松
茂
町
豊
久
字
豊
久
開
拓
１３９
－
４０
番
地

�
特
定
施
設
の
種
類

水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
４６
年
政
令
第
１８８
号
）
別
表
第
１
第
３３
号
ロ
に
規
定
す
る
水

洗
施
設

�
特
定
施
設
及
び
汚
水
等
の
処
理
に
関
す
る
事
項

４２



土
地
改
良
事
業
を
行
う
者

地
区
名

工
事
の
完
了
年
月
日

阿
波
市
市
場
町
大
俣
字
原
渕
四
○
六

板
東
治
平
ほ
か
四
名

法
寺
地
区

昭
和
六
十
一
年
二
月
二
十
八

日

阿
波
市
土
成
町
浦
池
一
八
五
五

井
上
昭
ほ
か
六
名

金
蔵
地
区

昭
和
六
十
二
年
七
月
三
日

阿
波
市
市
場
町
香
美
字
住
吉
本
一
一
七

瀬
尾
昭
太
郎
ほ
か
十
九
名

原
田
地
区

同

八
月
七
日

阿
波
市
土
成
町
土
成
字
漆
畑
一
一
四

河
野
芳
一
ほ
か
三
十
九
名

新
北
地
区

平
成
八
年
三
月
三
十
一
日

阿
波
市
土
成
町
宮
川
内
字
見
坂
二
九
―
二

篠
原
弥
一
ほ
か
四
十
二
名

佐
古
地
区

平
成
二
年
七
月
二
十
七
日

徳
島
県
告
示
第
百
四
十
七
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き

土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と

お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
二
十
五
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

徳
島
県
告
示
第
百
四
十
八
号

農
林
水
産
大
臣
か
ら
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
内
容
を

次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
二
十
五
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

那
賀
郡
那
賀
町
成
瀬
字
内
山
二
二
、
二
四
の
二
、
四
二
、
五
一
の
二
、
海
川
字
北
山
五
四
、
七
九
、

八
○
の
一
、
八
○
の
二
、
字
東
俣
一
六
八
か
ら
一
七
○
ま
で
、
字
東
山
一
四
、
二
七
の
三
、
坂
州
字

追
立
八
八
、
九
四
、
字
井
堀
九
の
二
、
字
下
久
保
六
の
二
、
字
甫
佐
礼
一
、
掛
盤
字
上
加
州
五
四
、

五
五
、
字
下
加
州
回
り
二
六
、
二
八

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

�

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

字
内
山
二
二
・
二
四
の
二
・
四
二
・
五
一
の
二
・
字
北
山
五
四
・
七
九
・
八
○
の
一
・
八
○

の
二
・
字
東
俣
一
六
八
か
ら
一
七
○
ま
で
・
字
東
山
一
四
・
二
七
の
三
・
字
追
立
八
八
・
九
四

（
以
上
十
五
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）、
字
井
堀
九
の
二
、
字
下
久
保
六
の

二
、
字
甫
佐
礼
一
、
字
上
加
州
五
四
、
五
五
、
字
下
加
州
回
り
二
六
・
二
八
（
以
上
二
筆
に
つ

い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

２

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

３

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

４

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

�

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
徳
島
県
庁
及
び

那
賀
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

徳
島
県
告
示
第
百
四
十
九
号

平
成
十
九
年
徳
島
県
告
示
第
二
百
九
十
一
号
（
徳
島
県
土
地
利
用
基
本
計
画
を
変
更
し
た
件
）
を
も

っ
て
公
表
し
た
徳
島
県
土
地
利
用
基
本
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
国
土
利
用
計
画
法
（
昭
和
四
十
九
年

法
律
第
九
十
二
号
）
第
九
条
第
十
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要

旨
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
二
十
五
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

変
更
に
係
る
事
項

平成２０年３月２５日 徳 島 県 報 第１９４８号４３



徳
島
県
土
地
利
用
基
本
計
画
の
森
林
地
域
の
区
域
の
一
部

二

変
更
内
容

次
の
図
面
の
と
お
り

（「
次
の
図
面
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
徳
島
県
県
土
整
備
部
用
地
対
策
課
に
備
え
置
い
て
一

般
の
縦
覧
に
供
す
る
。）

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

徳
島
県
告
示
第
百
五
十
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
事
業
計
画
の

変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
二
十
五
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一
１

施
行
者
の
名
称

徳
島
市

２

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

徳
島
東
部
都
市
計
画
下
水
道
事
業

国
府
東
都
市
下
水
路

３

事
業
施
行
期
間

昭
和
五
十
四
年
三
月
十
三
日
か
ら

平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

４

事
業
地

�

収
用
の
部
分

変
更
な
し

�

使
用
の
部
分

な
し

二
１

施
行
者
の
名
称

徳
島
市

２

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

徳
島
東
部
都
市
計
画
下
水
道
事
業

国
府
西
都
市
下
水
路

３

事
業
施
行
期
間

昭
和
五
十
四
年
三
月
十
三
日
か
ら

平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

４

事
業
地

�

収
用
の
部
分

変
更
な
し

�

使
用
の
部
分

な
し

三
１

施
行
者
の
名
称

徳
島
市

２

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

徳
島
東
部
都
市
計
画
下
水
道
事
業

田
宮
西
都
市
下
水
路

３

事
業
施
行
期
間

昭
和
六
十
一
年
九
月
九
日
か
ら

平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

４

事
業
地

�

収
用
の
部
分

変
更
な
し

�

使
用
の
部
分

な
し

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

徳
島
県
告
示
第
百
五
十
一
号

水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
知
事
が
水
防

警
報
を
行
う
河
川
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
年
三
月
二
十
五
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

平成２０年３月２５日 徳 島 県 報 第１９４８号

水
系
名

河
川
名

区

域

吉
野
川

飯
尾
川

吉
野
川
市
鴨
島
町
敷
地
（
鳥
正
橋
）
か
ら

鮎
喰
川
合
流
点
ま
で

同

新
池
川

鳴
門
市
撫
養
町
木
津
（
中
山
谷
川
合
流
点
）
か
ら

撫
養
川
合
流
点
ま
で

４４



企企
業業
管管
理理
規規
程程

徳
島
県
企
業
管
理
規
程
第
三
号

徳
島
県
企
業
局
電
気
工
作
物
保
安
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
年
三
月
二
十
五
日

徳
島
県
企
業
局
長

河

野

博

喜

徳
島
県
企
業
局
電
気
工
作
物
保
安
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

徳
島
県
企
業
局
電
気
工
作
物
保
安
規
程
（
平
成
十
一
年
徳
島
県
企
業
管
理
規
程
第
二
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
二
項
の
表
中
「
総
合
管
理
事
務
所
」
を
「
総
務
課
、
電
力
課
又
は
総
合
管
理
事
務
所
」
に

改
め
る
。

別
表
第
一
中

「（電
気
主
任
技
術
者

）

（坂
州
発
電
所
ダ
ム
水
路
主
任
技
術
者

）

（日
野
谷
発
電
所
ダ
ム
水
路
主
任
技
術
者

）

（川
口
発
電
所
ダ
ム
水
路
主
任
技
術
者

）

（勝
浦
発
電
所
ダ
ム
水
路
主
任
技
術
者

）」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
年
三
月
二
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

人人
事事
委委
員員
会会
規規
則則

管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
年
三
月
二
十
五
日

徳
島
県
人
事
委
員
会

委
員
長

富

塚

和

�

管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
（
規
則
六
―
七
五
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
教
育
委
員
会
の
項
職
の
欄
中
「
教
育
参
事
」
を
「
教
育
次
長
（
高
校
再
編
担
当
）

教
育
参
事

」
に
、

「
本
局
の
課
内
室
の
長

教
育
推
進
監

」
を
「
本
局
の
課
内
室
の
長
」
に
、「
文
書
館
副
館
長

牟
岐
少
年
自
然
の
家
所
長
」
を
「
文
書
館
副

館
長
」
に
、 「

統
括
社
会
教
育
主
事

総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
学
校
支
援
課
長

総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
特
別
支
援
課
長

総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
情
報
教
育
課
長
」

を
「
統
括
社
会
教
育
主
事

総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
学
校
経
営
支
援
課
長

総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
教
職
員
研
修
課
長

総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
特
別
支
援
・
相
談
課
長
」

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

公公
安安
委委
員員
会会
規規
則則

徳
島
県
公
安
委
員
会
規
則
第
３
号

平成２０年３月２５日 徳 島 県 報 第１９４８号

同

江
川

吉
野
川
市
鴨
島
町
喜
来
甲
（
清
美
橋
）
か
ら

吉
野
川
合
流
点
ま
で

同

ほ
た
る
川

同

山
川
町
前
川
（
新
湯
立
橋
）
か
ら

吉
野
川
合
流
点
ま
で

交
番
等
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
２０
年
３
月
２５
日

徳
島
県
公
安
委
員
会
委
員
長

中
井

敏
子

交
番
等
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

交
番
等
の
設
置
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
４７
年
徳
島
県
公
安
委
員
会
規
則
第
５
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
２
条
の
表
徳
島
県
徳
島
西
警
察
署
の
項
中

「

」

を

徳
島
市
の
う
ち

国
府
町
の
う
ち

観
音
寺

府
中

早
淵

和
田

南

岩
延

北
岩
延

４５



平成２０年３月２５日 徳 島 県 報 第１９４８号

徳
島国

徳
島国

徳
島
市
国
府
町
日

開
字
中
１
，０６０
番

地
の
４

徳
島
市
国
府
町
矢

野
字
松
む
し
２１１

番
地
の
５

国
府
町
日
開
駐
在

所国
府
町
矢
野
駐
在

所

市
の
う
ち

府
町
の
う
ち

日
開

敷
地

桜
間

川
原
田

井

戸
花
園

西
高
輪

東
高
輪

池

尻市
の
う
ち

府
町
の
う
ち

延
命

矢
野

西
矢
野

中

徳
島
市
の

国
府
町

川
原池

間

徳
島
市
国
府
町
日

開
字
中
１０６０

番
地

の
４

国
府
町
日
開
駐
在

所

撫
養
町
交
番

撫
養
町
木
津

撫
養
町
黒
崎

所

鳴
門
市
の
う
ち

撫
養
町
の
う
ち

斎
田（
字
西
発

字
東
発
を
除
く
。）

大
桑
島

小
桑
島

林
崎

北
浜

立
岩

南
浜
字
蛭
子
前
東

南
浜

字
蛭
子
前
西

南
浜
字
馬
目
木

南

浜
字
権
現

南
浜
字
浜
田

南
浜
字

大
工
野

南
浜
字
東
浜

岡
崎

弁
財
天

大
津
町
の
う
ち

吉
永
の
一
部

鳴
門
市
の
う
ち

撫
養
町
の
う
ち

木
津

大
津
町
の
う
ち

大
幸

段
関

大
代

備
前
島

矢

倉
木
津
野

吉
永
の
一
部

徳
長

長
江

鳴
門
市
の
う
ち

撫
養
町
黒
崎

鳴
門
市
撫
養
町
小

桑
島
字
前
浜
２３８

番
地

鳴
門
市
撫
養
町
木

津
字
西
小
沖
７０５

番
地
の
４

鳴
門
市
撫
養
町
黒

崎
字
松
島
２１７
番

交
番

駐
在

撫
養
町
交
番

撫
養
町
木
津
交
番

」

徳
島
市
の
う
ち

国
府
町
の
う
ち

矢
野

西
矢
野

延
命

府
中

中

観
音
寺

早
淵

南
岩
延

和
田

北
岩
延

「

」

に
、 「

」

を

「

を

「

う
ち

の
う
ち

田
東
高
輪

西
高
輪

日
開

尻
花
園

敷
地

井
戸

桜

に
改
め
、
同
表
徳
島
県
鳴
門
警
察
署
の
項
中

「

４６



平成２０年３月２５日 徳 島 県 報 第１９４８号

瀬
戸
町
明
神
の
う
ち

字
弐
軒
家

字
楠
谷

字
水
汲
谷

地

鳴
門
市
の
う
ち

撫
養
町
の
う
ち

黒
崎

斎
田
（
字
西
発

字
東
発
を

除
く
。）

大
桑
島

岡
崎

北
浜

小
桑
島

立
岩

林
崎

弁
財
天

南
浜
字
馬
目
木

南
浜
字
蛭
子
前

西
南
浜
字
蛭
子
前
東

南
浜
字
権

現
南
浜
字
大
工
野

南
浜
字
浜
田

南
浜
字
東
浜

大
津
町
の
う
ち

吉
永
の
一
部

瀬
戸
町
明
神
の
う
ち

字
楠
谷

字
弐
軒
家

字
水
汲
谷

鳴
門
市
の
う
ち

大
津
町
の
う
ち

大
代

木
津
野

大
幸

段
関

徳

長
長
江

備
前
島

矢
倉

吉
永

の
一
部

撫
養
町
の
う
ち

木
津

鳴
門
市
撫
養
町
小

桑
島
字
前
浜
２３８

番
地

鳴
門
市
撫
養
町
木

津
字
西
小
沖
７０５

番
地
の
４

阿
南
市
の
う
ち

桑
野
町

内
原
町

阿
南
市
の
う
ち

山
口
町

阿
瀬
比
町

阿
南
市
桑
野
町
紺

家
２６
番
地
の
１

阿
南
市
山
口
町
元

長
２６
番
地
の
２

桑
野
町
駐
在
所

山
口
町
駐
在
所

阿
南
市
の
う
ち

桑
野
町

内
原
町

山
口
町

阿
瀬
比

町

阿
南
市
桑
野
町
紺

家
２６
番
地
の
１

桑
野
町
駐
在
所

那
賀
郡
那
賀
町
の
う

中
山

和
食

和

那
賀
郡
那
賀
町
の
う

土
佐

小
仁
宇

井
百
合

那
賀
郡
那
賀
町
和

食
郷
字
南
川
１７１

番
地
の
３

那
賀
郡
那
賀
町
阿

井
字
杉
の
久
保
２９

番
地
の
５

署
所
在
地

那
賀
町
阿
井
駐
在

所

ち食
郷

ち百
合
谷

仁
宇

阿

那
賀
郡
那
賀
町
の
う
ち

中
山

和
食
郷

和
食

土

宇
仁
宇

阿
井

百
合

那
賀
郡
那
賀
町
和

食
郷
字
南
川
１７１

番
地
の
３

署
所
在
地

佐
小
仁

百
合
谷

那
賀
郡
那
賀
町
の
う
ち

木
頭
出
原
木
頭
助
木
頭
西
宇
の
一

部
木
頭
南
字

木
頭
和
無
田

那
賀
郡
那
賀
町
の
う
ち

木
頭
折
宇
木
頭
北
川
木
頭
西
宇
の

一
部

那
賀
郡
那
賀
町
木

頭
出
原
字
テ
ラ
モ

ト
３９
番
地
の
１

那
賀
郡
那
賀
町
木

頭
北
川
字
い
も
じ

屋
敷
９
番
地
の
１

那
賀
町
出
原
駐
在

所那
賀
町
折
宇
駐
在

所

那
賀
郡
那
賀
町
の
う
ち

木
頭
助

木
頭
出
原

木
頭
和
無
田

木
頭
南
宇

木
頭
西
宇

木
頭
折
宇

木
頭
北
川

那
賀
郡
那
賀
町
木

頭
出
原
字
テ
ラ
モ

ト
３９
番
地
の
１

那
賀
町
出
原
駐
在

所

海
部
郡
美
波
町
の
う
ち

奥
河
内
の
一
部

日

西
河
内

山
河
内

海
部
郡
美
波
町
奥

河
内
字
寺
前
７１
番

地
２

美
波
町
桜
町
駐
在

所

」

同
表
徳
島
県
那
賀
警
察
署
の
項
中

「

」 を 「

に
改
め
、
同
表
徳
島
県
阿
南
警
察

」 に
、 「

」

署
の
項
中

「

」

」 を 「

」 に
改
め
、

「

を

「

」

に
改
め
、

４７



平成２０年３月２５日 徳 島 県 報 第１９４８号

海
部
郡
美
波
町
の
う
ち

日
和
佐
浦
の
一
部

恵
美
須
浜

北
河
内

海
部
郡
美
波
町
奥

河
内
字
本
村
４０
番

地

美
波
町
東
町
駐
在

所

和
佐
浦
の
一
部

赤
松

奥
河
内
の
一
部

海
部
郡
美
波
町
の
う
ち

恵
美
須
浜

日
和
佐
浦

奥
河
内

河
内

西
河
内

北
河
内

赤
松

海
部
郡
美
波
町
奥

河
内
字
寺
前
７１
番

地
２

美
波
町
桜
町
駐
在

所

山

海
部
郡
海
陽
町
の
う
ち

大
里
の
一
部

吉
野

熟
田

多
良

四
方
原

海
部
郡
海
陽
町
の
う
ち

神
野

小
川

相
川

平
井

若
松

海
部
郡
海
陽
町
の
う
ち

奥
浦

鞆
浦

海
部
郡
海
陽
町
の
う
ち

野
江

富
田

芝
高
園

吉
田

大

井
中
山

櫛
川

海
部
郡
海
陽
町
大

里
字
松
ノ
本
３
番

地
８

海
部
郡
海
陽
町
神

野
字
高
尾
６１
番
地

の
３

海
部
郡
海
陽
町
奥

浦
字
新
町
８１
番
地

海
部
郡
海
陽
町
野

江
字
小
路
３３
番
地

６

海
陽
町
大
里
駐
在

所海
陽
町
神
野
駐
在

所海
陽
町
奥
浦
駐
在

所海
陽
町
野
江
駐
在

所

海
部
郡
海
陽
町
の
う
ち

大
里
の
一
部

吉
野

熟
田

多
良

四
方
原

神
野

小
川

相
川

平
井

若
松

海
部
郡
海
陽
町
の
う
ち

奥
浦

鞆
浦

野
江

富
田

芝
高

園
吉
田

大
井

中
山

櫛
川

海
部
郡
海
陽
町
大

里
字
松
ノ
本
３
番

地
８

海
部
郡
海
陽
町
奥

浦
字
新
町
８１
番
地

海
陽
町
大
里
駐
在

所海
陽
町
奥
浦
駐
在

所

名
西
郡
石
井
町
の
う
ち

石
井
の
う
ち

字
重
松

高
川
原
の
う
ち

字
高
川
原
の
一
部

神

名
西
郡
石
井
町
の
う
ち

藍
畑

名
西
郡
石
井
町
の
う
ち

高
原

名
西
郡
石
井
町
高

川
原
字
南
島
１９４

番
５

名
西
郡
石
井
町
藍

畑
字
高
畑
１
、４２２

番
地

名
西
郡
石
井
町
高

原
字
東
高
原
３４
番

地
の
１３

石
井
町
天
神
駐
在

所石
井
町
藍
畑
駐
在

所石
井
町
高
原
駐
在

所

字
南
島

字
天

名
西
郡
石
井
町
の
う
ち

石
井
の
う
ち

字
重
松

高
原

高
川
原
の
う
ち

字
高
川
原
の
一
部

字
南
島

神

名
西
郡
石
井
町
の
う
ち

藍
畑

名
西
郡
石
井
町
高

川
原
字
南
島
１９４

番
５

名
西
郡
石
井
町
藍

畑
字
高
畑
１４２２

番

地

石
井
町
天
神
駐
在

所石
井
町
藍
畑
駐
在

所

名
西
郡
神
山
町
の
う
ち

阿
野
の
う
ち

字
南
倉
目

字
北
倉
目

字
北
馬
喰

草
字
下
地

字
長
瀬

字
五
反
地

字
田
久
保

字
中
峯

字
折
木

名
西
郡
神
山
町
阿

野
字
河
口
６０
番
地

の
７

神
山
町
広
野
駐
在

所

同
表
徳
島
県
牟
岐
警
察
署
の
項
中

表
徳
島
県
石
井
警
察
署
の
項
中 「

」 を 「

」 に
、 「

」 を 「

」

「
を 「

」 に
改
め
、同

４８
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字
天

字
地
野
々

字
須
賀

字
櫟
野

字

持
部

字
峯
長
瀬

字
北
養
瀬

字

広
野

字
河
口

字
長
谷

字
竜
王

平
字
花
江

字
南
行
者
野

字
臼

獄

名
西
郡
神
山
町
の
う
ち

阿
野
の
う
ち

字
地
ノ
平

字
二
の
宮

字
船
底

字
松
尾

字
黒
木

字
本
名

字
福

原
字
井
谷

字
駒
坂

字
神
木

字
代
次

字
上
河
内

字
日
浦

字

宇
度
木

字
北
松
尾

字
石
堂

字

広
石

字
府
中

字
宮
分

字
屋
那

瀬
字
川
平

字
長
代

名
西
郡
神
山
町
の
う
ち

鬼
籠
野

神
領
の
う
ち

字
東
青
井
夫

字
西
青
井
夫

名
西
郡
神
山
町
の
う
ち

上
分

下
分
の
う
ち

字
寺
久
保

字
水
船

字
西
大
戸

字
谷
口

字
大
久
保

字
安
吉

字

三
ツ
木

字
今
井

字
中
内

字
竹

平
字
暮
石

字
名
本

字
棕
原

字
中
谷

字
焼
山

字
樫
谷

字
宇

井
字
喜
来
谷

字
蔭

字
左
右
山

字
稲
原

字
中
稲
原

字
地
野

字
京
地

字
松
の
本

字
栗
生
野

字
南
山

字
天
野

字
花
の
木

名
西
郡
神
山
町
阿

野
字
地
ノ
平
１２６

番
地
の
１

名
西
郡
神
山
町
鬼

籠
野
字
中
分
２４
番

４名
西
郡
神
山
町
下

分
字
今
井
７６
番
地

の
２

神
山
町
二
の
宮
駐

在
所

神
山
町
鬼
籠
野
駐

在
所

神
山
町
下
分
駐
在

所

名
西
郡
神
山
町
の
う
ち

神
領
（
字
東
青
井
夫

字
西
青
井
夫
を

除
く
。）

下
分
の
う
ち

字
釘
貫

字
左
右
内

字
城
川
内

字
松
坂

字
鍋
岩

字
庄
部

字
地

中
字
馬
地

字
横
倉

字
黒
口

字
南
峯

字
渡
内

名
西
郡
神
山
町
神

領
字
北
２６０
番
地

神
山
町
神
領
駐
在

所

名
西
郡
神
山
町
の
う
ち

阿
野
の
う
ち

字
南
養
瀬

字
北
養
瀬

字
馬
地

字
地
野
々

字
橘
谷

字
椚
野

字

大
地

字
雨
返

字
名
田
河

字
河

口
字
広
野

字
南
馬
喰
草

字
臼

嶽
字
方
子

字
南
行
者
野

字
長

谷
字
歯
ノ
辻

字
下
地

字
北
馬

喰
草

字
北
倉
目

字
南
倉
目

字

折
木

字
杉
次
郎

字
中
峯

字
峯

長
瀬

字
田
ノ
窪

字
五
反
地

字

長
瀬

字
須
賀

字
持
部

鬼
籠
野

神
領
の
う
ち

字
東
青
井
夫

字
西
青
井
夫

名
西
郡
神
山
町
の
う
ち

阿
野
の
う
ち

字
駒
坂

字
井
ノ
谷

字
福
原

字

本
名

字
黒
木

字
船
底

字
神
木

字
代
次

字
東
代
次

字
二
ノ
宮

字
地
ノ
平

字
広
石

字
石
堂

名
西
郡
神
山
町
阿

野
字
河
口
６０
番
地

７名
西
郡
神
山
町
阿

野
字
地
ノ
平
１２６

番
地
１

神
山
町
広
野
駐
在

所神
山
町
二
の
宮
駐

在
所

」

「

に
、

」

に
改
め
、

を

４９
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字
松
尾

字
日
浦

字
上
河
内

字

宇
度
木

字
府
中

字
宮
分

字
屋

那
瀬

字
川
平

字
長
代

名
西
郡
神
山
町
の
う
ち

神
領
（
字
東
青
井
夫

字
西
青
井
夫
を

除
く
。）

上
分

下
分

名
西
郡
神
山
町
神

領
字
北
２６０
番
地

神
山
町
神
領
駐
在

所

吉
野
川
市
の
う
ち

鴨
島
町
の
う
ち

粟
島

牛
島

塚
鴨
島

島
中
島
の

吉
野
川
市
の
う
ち

鴨
島
町
の
う
ち

飯
尾

敷
地

吉
野
川
市
の
う
ち

鴨
島
町
の
う
ち

山
路

中
島

吉
野
川
市
の
う
ち

鴨
島
町
の
う
ち

牛
島
の
一
部

吉
野
川
市
鴨
島
町

上
下
島
３６４
番
地

１吉
野
川
市
鴨
島
町

敷
地
１４
番
地
６

吉
野
川
市
鴨
島
町

山
路
１１４５

番
地
３

吉
野
川
市
鴨
島
町

上
浦
４２２
番
地
１

鴨
島
町
交
番

鴨
島
町
飯
尾
駐
在

所鴨
島
町
山
路
駐
在

所鴨
島
町
上
浦
駐
在

所

の
一
部

内
原

麻
植

喜
来

上
下
島

知
恵

一
部

西
麻
植

樋
山
地

の
一
部

森
藤

上
浦

上
下
島

知
恵
島

吉
野
川
市
の
う
ち

鴨
島
町
の
う
ち

森
藤

飯
尾

敷
地

吉
野
川
市
の
う
ち

鴨
島
町
の
う
ち

上
浦

牛
島
の
一
部

吉
野
川
市
鴨
島
町

敷
地
１４
番
地
６

吉
野
川
市
鴨
島
町

上
浦
４２２
番
地
１

鴨
島
町
飯
尾
駐
在

所鴨
島
町
上
浦
駐
在

所

吉
野
川
市
の
う
ち

鴨
島
町
の
う
ち

牛
島
の
一
部

麻
植

島
西
麻
植

粟
島

吉
野
川
市
鴨
島
町

上
下
島
３６４
番
地

１

鴨
島
町
交
番

塚
内
原

中

鴨
島

喜
来

樋
山
地

吉
野
川
市
の
う
ち

山
川
町
の
う
ち

赤
岩

朝
日

石
堂

井

榎
谷

大
内

大
室

奥
川
田

奥
野
井

奥
原

川
田
赤
岩

川
田
八
幡

根
地

�
内

御
饌
免

部
重
野
尾

新
田
谷

吉
建
石

田
ノ
浦

津

王
原

中
郷

西
ノ
原

場
崎

東
麦
原

久
宗

尾
丸
山

宮
地

迎
坂

向
坂

宗
田

村
雲
の
一

木
綿
麻
山

横
走

吉
野
川
市
の
う
ち

山
川
町
の
う
ち

赤
刎

伊
瑞
穂

市
久
保

井
傍

牛
ノ
子
尾

大

部
大
塚
の
一
部

大
藤

吉
野
川
市
山
川
町

翁
喜
台
６３
番
地
４

吉
野
川
市
山
川
町

川
田
７２４
番
地
５

山
川
町
山
川
駐
在

所山
川
町
西
川
田
駐

在
所

を

」

「

」「

同
表
徳
島
県
吉
野
川
警
察
署
の
項
中

に
、

「
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麻
掛

槻
原

柿
木
谷

片
岸

川
田

川
田
市

部
山

川
田
北
島

川
田

戸
口

黒
岩

�
峯

高

館
権
現
谷

坂
口

貞

瀬
津

塚
穴

土
佛
西

天
神
佐
古

土
橋

土

倉
野
宮
谷

八
ケ
久
保

原
引
地

日
知
利
子

平
山

日
鷲
谷

藤
生

谷
村
雲
の
一
部

茂
草

山
路

上
恵
下

翁
喜
台

皆
瀬

川
東

楠

境
谷
の
一

季
邦

住

由
谷

天

旗
見

馬

町
馬
見

麦
原

部
山
神

一
里
塚

須
賀
の
一

谷
大
峯

楮
の
本

川
田
忌

天
神

木

頭
御
旅

田
小
路

向
鼓
山

橋
上

鍋

榛
の
木

一
ツ
石

舟
戸

宮

矢
落

吉
野
川
市
の
う
ち

山
川
町
の
う
ち

大
須
賀
の
一
部

大
塚
の
一
部

麦
原

朝
日

川
田
赤
岩

丸
山

麦
原

新
田
谷

境
谷
の
一
部

地
季
邦

住
吉

翁
喜
台

西

原
旗
見

横
走

津
由
谷

山

神
川
東

石
堂

建
石

恵
下

迎
坂

向
坂

赤
岩

奥
川
田

上
町

馬
場
崎

川
田
八
幡

王
原

御
饌
免

田
ノ
浦

宮
谷

奥
原

牛
ノ
子
尾

一
ツ
石

大

中
ノ
郷

木
綿
麻
山

日
鷲
谷

鍋
倉

伊
瑞
穂

黒
岩

小
路

落
大
峯

土
佛
西
向

片
岸

神
佐
古

榛
木
原

桑
ノ
峯

村

川
田
北
島

川
田

川
田
天
神

引
地

久
宗

瀬
津

土
橋

土

吉
野
川
市
山
川
町

翁
喜
台
６３
番
地
４

山
川
町
山
川
駐
在

所

ノ
上

坂
口

権
現
谷

市
久
保

向
原

川
田
市

槻
原

貞
田

知
利
子

藤
生

舟
戸

一
里
塚

鼓
山

麻
掛

塚
穴

野
宮
谷

山
井
傍

川
田
忌
部
山

赤
刎

茂
草

柿
木
谷

八
ケ
久
保

高

楮
本

御
旅
館

木
戸
口

大

谷
榎
谷

大
内

楠
根
地

皆

馬
見
尾

桑
内

奥
野
井

西

峯
宗
田

東宮ノノ井天室矢天雲橋日

阿
波八幡

阿
波伊原原原原

阿
波
市
市
場
町
大

野
島
字
稲
荷
１１２

番
地

阿
波
市
阿
波
町
勝

命
４２８
番
地
１４

市
場
町
八
幡
駐
在

所阿
波
町
勝
命
駐
在

所

」

」

「

「

に
改
め
、
同
表
徳
島
県
阿
波
警
察
署
の
項
中

を

５１
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平頭藤瀬野市
市
場
町
の
う
ち

幡
大
野
島

伊
月

山
野
上

切

市
阿
波
町
の
う
ち

沢
市

王
地

王
地
南

大
坪

大

大
道
南

勝
命

勝
命
北

庚
申

下
喜
来

下
喜
来
南

新
開

清

谷
島

谷
島
北

寺
サ
コ
の
一
部

西
清
原

野
神

平
川
原
北

平
川

南
南
谷
島

森
沢
の
一
部

阿
波
市
市
場

八
幡

大

幡

阿
波
市
市
場
町
大

野
島
字
稲
荷
１１２

番
地

市
場
町
八
幡
駐
在

所

町
の
う
ち

野
島

伊
月

山
野
上

切

阿
波
市
阿
波
町
の
う
ち

医
王
寺
の
一
部

伊
沢
田

伊
勢

稲

荷
居
屋
敷

大
道
北

岡
地

勝
行

川
久
保

川
添

北
原

三
本
柳

四
歩
一

十
善
地
の
一
部

善
地

大

次
郎

高
垣

綱
懸

寺
サ
コ
の
一
部

東
条

中
坪
の
一
部

中
原

西
原

東
原

久
原

本
町

本
安

前
島

丸
山

森
沢
の
一
部

安
政

元
町

阿
波医伊南久柳十綱原

本

市
阿
波
町
の
う
ち

王
寺
の
一
部

伊
沢
市

伊
沢
田

勢
稲
荷

居
屋
敷

王
地

王
地

大
坪

大
原

大
道
北

大
道
南

岡
地

勝
命

勝
命
北

勝
行

川

保
川
添

北
原

庚
申
原

三
本

四
歩
一

下
喜
来

下
喜
来
南

善
地
の
一
部

新
開

清
原

善
地

大
次
郎

高
垣

谷
島

谷
島
北

懸
寺
サ
コ

東
条

中
坪
の
一
部

中
原

西
原

西
清
原

野
神

東

久
原

平
川
原
北

平
川
原
南

町
本
安

前
島

丸
山

南
谷
島

元
町

森
沢

安
政

美
馬
市
脇
町
の
う
ち

大
字
北
庄

字
曽
江
名

字
西
赤
谷
の

一
部

字
拝
原

美
馬
市
脇
町
の
う
ち

字
西
赤
谷
の
一
部

字
東
赤
谷
名

字

西
俣
名

字
東
俣
名

美
馬
市
脇
町
の
う
ち

新
町

田
上

大
字
猪
尻

大
字
脇
町

字
芋
尻

字
神
楽
田

字
国
見
丸

字
小
丸

字
白
木

字
新
山

字
段

字
段
名

字
鼓
尾

字
中
段

字
西
大

谷
字
羽
出
床

字
東
大
谷

美
馬
市
脇
町
字
拝

原
１９７６

番
地
１

美
馬
市
脇
町
字
西

俣
名
１０９２

番
地
６

美
馬
市
脇
町
大
字

脇
町
１２６８

番
地

署
所
在
地

脇
町
清
水
駐
在
所

脇
町
脇
駐
在
所

徳島県美馬警察署

」

に
改
め
、同
表
徳
島
県
美
馬
警
察
署
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め

「

を

」

る
。

」

「

「

を
に
、

」

」

５２



平成２０年３月２５日 徳 島 県 報 第１９４８号

美
馬
市
脇
町
の
う
ち

岩
倉

馬
木

川
原
町

木
ノ
内

助

松
野
村

別
所

字
井
口

字
井
口

東
字
芋
穴

字
上
ノ
原

字
上
中
野

字
川
原
柴

字
北
星

字
暮
畑

字
小

星
字
下
中
野

字
白
水

字
白
水
道

南
字
中
八

字
梨
子
木

字
東
山

字
平
帽
子

字
福
堂

字
舟
木

字
横

倉

美
馬
市
穴
吹
町
の
う
ち

三
島

美
馬
市
穴
吹
町
の
う
ち

穴
吹

口
山
の
う
ち

字
尾
山

字
初
草

字
平
野

字
馬

内
字
中
野

字
仕
出
原

字
中
野

宮
の
一
部

字
西
山
の
一
部

美
馬
市
穴
吹
町
の
う
ち

口
山
の
う
ち

字
宮
内

字
首
野

字
左
手

字
調

子
野

字
支
納

字
梶
山

字
田
方

字
大
内

字
猿
飼

字
樫
山

字

丸
山

字
知
野

字
西
谷

字
渕
名

字
鍵
掛

字
葛
籠

字
中
野
宮
の

一
部

字
西
山
の
一
部

古
宮

美
馬
市
木
屋
平

美
馬
市
脇
町
野
村

４１５２
番
地
２

美
馬
市
穴
吹
町
三

島
字
三
谷
３４０
番

地
２

美
馬
市
穴
吹
町
穴

吹
字
曽
根
３５
番
地

１美
馬
市
穴
吹
町
口

山
字
宮
内
８３
番
地

の
２

美
馬
市
木
屋
平
字

川
井
１５７
番
地
７

脇
町
野
村
駐
在
所

穴
吹
町
三
島
駐
在

所穴
吹
町
穴
吹
駐
在

所穴
吹
町
宮
内
駐
在

所木
屋
平
駐
在
所

三
好
市
の
う

井
川
町
の

中
岡

川
島

三
好
市
の
う

井
川
町
の

井
内
東

三
好
市
の
う

井
川
町
の

才
長
谷

関
向

津
後

三
好
市
井
川
町
西

井
川
８２６
番
地
６

三
好
市
井
川
町
井

内
西
５００５

番
地
５

三
好
市
井
川
町
辻

１００
番
地
３

井
川
町
西
井
川
駐

在
所

井
川
町
井
内
駐
在

所井
川
町
辻
駐
在
所

ちう
ち

八
幡

吉
岡

西
井
川

里

田
中

タ
ク
ミ
田
の
一
部

ちう
ち井
内
西

井
内

ちう
ち片
山

大
佐
古

辻
井

坂
御
領
田

岡
野
前

野

岩
風
呂

タ
ク
ミ
田
の
一
部

三
好
市
の
う
ち

井
川
町
の
う
ち

岡
野
前

御
領

ク
ミ
田

田
中

野
津
後

八
幡

三
好
市
の
う
ち

井
川
町
の
う
ち

井
内
西

井
内

岩
風
呂

大
佐

辻
向
坂

三
好
市
井
川
町
西

井
川
８２６
番
地
６

三
好
市
井
川
町
辻

１００
番
地
３

井
川
町
西
井
川
駐

在
所

井
川
町
辻
駐
在
所

田
里
川

島
タ

三
好
郡
東
み
よ
し
町
の
う

西
庄

加
茂
の
一
部

三
好
郡
東
み
よ
し

町
中
庄
１１８２

番
地

東
み
よ
し
町
西
庄

駐
在
所

「

第
２
条
の
表
徳
島
県
三
好
警
察
署
の
項
中

「

を」「

５３



ぺ
ー
ジ

八
十
一

段上
段

行
九
行
目

誤

（
環
境
首
都
課
自
然
共
生
室

・
五
三
九
）

正

（
環
境
局
環
境
首
都
課
自
然

共
生
室
・
五
三
九
）

ぺ
ー
ジ

百
七
十

三百
七
十

七

段下
段

下
段

行
八
行
目

一
行
目

誤

（
港
湾
空
港
整
備
局
港
湾
振

興
管
理
課
・
五
八
六
）

徳
島
県
告
示
第
五
百
八
十
六

号

正

（
港
湾
空
港
整
備
局
港
湾
振

興
管
理
課
・
九
七
六
）

徳
島
県
告
示
第
九
百
七
十
六

号

正正

誤誤

平
成
十
九
年
六
月
十
九
日
付
け
徳
島
県
報
第
千
八
百
七
十
号
中
次
の
と
お
り
訂
正

平
成
十
九
年
六
月
二
十
九
日
付
け
徳
島
県
報
第
千
八
百
七
十
三
号
中
次
の
と
お
り
訂
正

平成２０年３月２５日 徳 島 県 報 第１９４８号
中
岡

西
井
川

吉
岡

東
井
内

井
関

古
片
山

才
長
谷

三
好
市
の
う
ち

東
祖
谷
の
う
ち

落
合
の
一
部

三
好
郡
東
み
よ
し
町
の
う

中
庄
の
一
部

毛
田
の

の
１

三
好
郡
東
み
よ
し

町
中
庄
１２
番
地
の

４

東
み
よ
し
町
江
口

駐
在
所

ち中
庄
の
一
部

ち一
部

三
好
郡
東
み
よ
し
町
の
う
ち

加
茂
の
一
部

毛
田
の
一
部

一
部

西
庄

三
好
市
の
う
ち

東
祖
谷
の
う
ち

落
合
の
一
部

三
好
郡
東
み
よ
し

町
中
庄
１１８２

番
地

の
１

東
み
よ
し
町
西
庄

駐
在
所

中
庄
の

三
好
市
の
う
ち

山
城
町
の
う
ち

西
宇

下
名
の
一
部

上
名

三
好
市
の
う
ち

山
城
町
の
う
ち

下
名
の
一
部

西
祖
谷
山
村
の
う
ち

有
瀬

上
吾
橋

下
吾
橋

榎

善
徳
善
北

徳
善
西

西
岡

岡
向

東
西
岡

後
山

後
山
西

後
山
向

北
浦
山

新
道

東
山

ふ
し
ろ
山

土
日
浦

南
山

三
好
市
山
城
町
西

宇
１２１８

番
地
１６

三
好
市
山
城
町
下

名
９８７
番
地
１１

山
城
町
小
歩
危
駐

在
所

山
城
町
大
歩
危
駐

在
所

徳西

三
好
市
の
う
ち

山
城
町
の
う
ち

上
名

下
名

西
宇

西
祖
谷
山
村
の
う
ち

有
瀬

後
山

後
山
西

後
山
向

榎
上
吾
橋

北
浦
山

下
吾
橋

新
道

土
日
浦

徳
善

徳
善
北

徳
善
西

西
岡

西
岡
向

東
西
岡

東
山

ふ
し
ろ
山

南
山

三
好
市
山
城
町
下

名
９８７
番
地
１１

山
城
町
大
歩
危
駐

在
所

「

に
、

を
」

「

」

」

を
に
改
め
る
。

附
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
２０
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

」「

に
、

」

５４



ぺ
ー
ジ

一六

段上
段

下
段

行
左
か
ら

一
行
目

十
一
行
目

誤

（
建
築
開
発
指
導
課
・
五
九

三
）

徳
島
県
告
示
第
五
百
九
十
三

号

正

（
建
築
開
発
指
導
課
・
九
七

七
）

徳
島
県
告
示
第
九
百
七
十
七

号

ぺ
ー
ジ

四
十
二

八
十

段上
段

下
段

行
左
か
ら

四
行
目

左
か
ら

七
行
目

誤

企
業
局
管
理
規
程

企
業
局
管
理
規
程

正

企
業
管
理
規
程

企
業
管
理
規
程

ぺ
ー
ジ

一

段上
段

行
十
行
目

誤

指
定
校
増
計
算
適
合
性
判
定

機
関

正

指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定

機
関

ぺ
ー
ジ

三
十
九

段下
段

行
十
行
目

誤

貸
金
業
法
施
行
規
制

正

貸
金
業
法
施
行
規
則

平
成
十
九
年
七
月
三
日
付
け
徳
島
県
報
第
千
八
百
七
十
四
号
中
次
の
と
お
り
訂
正

平
成
十
九
年
七
月
十
三
日
付
け
徳
島
県
報
第
千
八
百
七
十
七
号
中
次
の
と
お
り
訂
正

平
成
十
九
年
十
二
月
四
日
付
け
徳
島
県
報
第
千
九
百
十
八
号
中
次
の
と
お
り
訂
正

平
成
十
九
年
十
二
月
十
八
日
付
け
徳
島
県
報
第
千
九
百
二
十
二
号
中
次
の
と
お
り
訂
正
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発

行

徳

島

県

印

刷

徳
島
県
教
育
印
刷
株
式
会
社

５６


